
第１６７２回島根県教育委員会会議 議題書 

令和８年２月 17 日(火) 

日 時 

  13 時 30 分～ 



第１６７２回教育委員会会議議題 

期日 令和８年２月17日(火) 

議 題 

－公 開－ 

（報告事項） 

第70号 県立学校の教育職員の給与に関する条例及び市町村立学校の教職員 

の給与等に関する条例の一部を改正する条例について（総務課） 

--------- ４ 

第71号 県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊勤務手当に 

関する条例の一部を改正する条例について（総務課） --------- 15 

第72号 令和８年度島根県公立高等学校入学者選抜における一般選抜の 

志願変更前の出願状況について（学校教育課）  --------- 18 

第73号 令和７年度島根県体育・健康優良学校等表彰について（保健体育課） 

--------- 21 





報告第 70 号 

総 務 課 

県立学校の教育職員の給与に関する条例及び市町村立学校の教職員の 

給与等に関する条例の一部を改正する条例について 

１ 提案理由 

人事委員会の勧告及び報告を受けて、県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員

に対して支給する諸手当について所要の改正を行う必要がある。 

２ 一部改正が必要な条例 

・ 県立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和29年島根県条例第６号）（以下「県立

条例」という。 

・ 市町村立学校の教職員の給与等に関する条例（昭和29年島根県条例第７号）（以下

「市町村立条例」という。） 

３ 条例の概要 

⑴ 人事委員会勧告に基づく改正 

ア 初任給調整手当 

県立条例に「第２種初任給調整手当」、市町村立条例に「初任給調整手当」を設

け、給料月額の水準が在勤地域の最低賃金の水準を下回る場合、その差額を支給 

イ 通勤手当 

自動車等の使用者に対する通勤手当の月額の上限を60,700円に引上げ 

ウ 宿日直手当 

勤務１回に係る支給額の限度額の改正 

(ｱ) 通常の場合 

区 分 改 正 前 改 正 後 

通常の宿日直勤務 4,400円 4,700円 

管理又は監督の業務その他特殊な

業務を主とする宿日直勤務 
8,300円 8,600円 

(ｲ) 執務時間が通常の執務日の２分の１の時間である日の退庁時から引き続く場合 

区 分 改 正 前 改 正 後  

通常の宿日直勤務 6,600円 7,050円 

管理又は監督の業務その他特殊な

業務を主とする宿日直勤務 
12,450円 12,900円 

⑵ その他規定の整備 

４ 施行期日 

⑴ 令和８年４月１日から施行する。 

⑵ ３の⑴のウについては、令和７年４月１日から適用する。 
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県立学校の教育職員の給与に関する条例新旧対照表 

 

改 正 後 改 正 前 

県立学校の教育職員の給与に関する条例 

昭和29年３月26日  

島根県条例第６号  

 

 

第１条・第２条 〔略〕 

 

第１条・第２条 〔略〕 

 

（給料） 

第３条 給料は、職員の勤務時間に関する条例（昭和27年

島根県条例第９号。以下「勤務時間条例」という。）第

２条から第５条までの規定による勤務時間（第25条の３

及び第25条の４において「正規の勤務時間」という。）

による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給

調整手当（第１種初任給調整手当及び第２種初任給調整

手当をいう。）、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身

赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（第21条の３の

規定による手当を含む。）、宿日直手当、管理職員特別

勤務手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手

当、産業教育手当、定時制通信教育手当及び退職手当を

含まないものとする。 

２ 〔略〕 

 

（給料） 

第３条 給料は、職員の勤務時間に関する条例（昭和27年

島根県条例第９号。以下「勤務時間条例」という。）第

２条から第５条までの規定による勤務時間（第25条の３

及び第25条の４において「正規の勤務時間」という。）

による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給

調整手当                     

       、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身

赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（第21条の３の

規定による手当を含む。）、宿日直手当、管理職員特別

勤務手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手

当、産業教育手当、定時制通信教育手当及び退職手当を

含まないものとする。 

２ 〔略〕 

 

 

第４条～第17条の２ 〔略〕 

 

（給料表） 

第４条 教育職員に適用する給料表は、高等学校等教育職

給料表（別表第１）とする。 

２ 教育職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基

づき、これを前項の給料表（以下「給料表」という。）

に定める職務の級に分類するものとし、その分類につい

ては、高等学校等教育職給料表級別基準職務表（別表第

２）に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複

雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則

で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるもの

とする。 

３ 〔略〕 

 

 （職務の級ごとの定数） 

第５条 〔略〕 

２ 教育職員の職務の級は、前項の教育職員の職務の級ご

との定数の範囲内で、かつ、人事委員会の定める基準に
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従い決定する。 

 

（初任給等） 

第６条 新たに給料表の適用を受ける教育職員となった者

の号給は、人事委員会の定める初任給の基準に従い決定

する。 

２ 教育職員が１の職務の級から他の職務の級に移った場

合又は１の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にす

る他の職に移った場合における号給は、人事委員会規則

で定めるところにより決定する。 

 

第７条から第10条の２まで 〔略〕 

 

（昇給） 

第11条 〔略〕 

２ 前項の規定により教育職員（次項に規定する教育職員

を除く。以下この項において同じ。）を昇給させるか否

か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定す

る期間の全部を良好な成績で勤務した教育職員の昇給の

号給数を４号給とすることを標準として人事委員会規則

で定める基準に従い決定するものとする。 

３ 55歳以上の教育職員で人事委員会規則で定めるものの

第１項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけ

る当該教育職員の勤務成績が極めて良好である場合又は

特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場

合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則

で定める基準に従い決定するものとする。 

４～６ 〔略〕 

 

第12条～第17条の２ 〔略〕 

 

（初任給調整手当） 

第17条の３ 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用に

よる欠員の補充について特別の事情があると認められる

職で人事委員会が定めるものに新たに採用された教育職

員には、月額2,500円を超えない範囲内の額を、採用の

日から５年以内の期間、採用の日から１年を経過するご

とにその額を減じて、第１種初任給調整手当として支給

する。 

２ 前項の職に在職する教育職員のうち、同項の規定によ

り第１種初任給調整手当を支給される教育職員との権衡

（初任給調整手当） 

第17条の３ 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用に

よる欠員の補充について特別の事情があると認められる

職で人事委員会が定めるものに新たに採用された教育職

員には、月額2,500円を超えない範囲内の額を、採用の

日から５年以内の期間、採用の日から１年を経過するご

とにその額を減じて、   初任給調整手当として支給

する。 

２ 前項の職に在職する教育職員のうち、同項の規定によ

り   初任給調整手当を支給される教育職員との権衡
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上必要があると認められる教育職員には、同項の規定に

準じて第１種初任給調整手当を支給する。 

３ 前２項の規定により第１種初任給調整手当を支給され

る教育職員の範囲、第１種初任給調整手当の支給期間及

び支給額その他第１種初任給調整手当の支給に関し必要

な事項は、人事委員会が定める。 

 

上必要があると認められる教育職員には、同項の規定に

準じて   初任給調整手当を支給する。 

３ 前２項の規定により   初任給調整手当を支給され

る教育職員の範囲、   初任給調整手当の支給期間及

び支給額その他   初任給調整手当の支給に関し必要

な事項は、人事委員会が定める。 

 

第17条の４ 新たに採用された教育職員であって、採用の

日において、当該教育職員に適用される給料表の給料月

額のうち、第５条第２項の規定により当該教育職員の属

する職務の級並びに第６条第１項及び第２項並びに第11

条第２項及び第３項の規定により当該教育職員の受ける

号給に応じた額（定年前再任用短時間勤務教育職員その

他の人事委員会規則で定める教育職員にあっては、人事

委員会規則で定める額）に12を乗じ、その額を勤務時間

条例第２条第１項に規定する勤務時間に52を乗じたもの

で除して得た額（その額に50銭未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨て、50銭以上１円未満の端数を生じたと

きはこれを１円に切り上げた額）（次項において「特定

額」という。）が、その在勤する地域における民間の賃

金の最低基準を考慮して人事委員会規則で定める額（次

項において「基準額」という。）を下回るものには、採

用の日から人事委員会規則で定める日までの間、第２種

初任給調整手当を支給する。 

２ 第２種初任給調整手当の月額は、人事委員会規則で定

めるところにより基準額と特定額との差額を月額に換算

した額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける教育職員以外の教育職員

で、同項の規定により第２種初任給調整手当を支給され

る教育職員との権衡上必要があると認められるものとし

て人事委員会規則で定めるものには、人事委員会規則の

定めるところにより、前２項の規定に準じて、第２種初

任給調整手当を支給する。 

４ 前３項に規定するもののほか、第２種初任給調整手当

の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 

 

第18条～第19条の２ 〔略〕 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第18条～第19条の２ 〔略〕 

 

（通勤手当） 

第20条 〔略〕 

 

（通勤手当） 

第20条 通勤手当は、次に掲げる教育職員に支給する。 

⑴ 〔略〕 
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２ 〔略〕 

 

⑴ 〔略〕 

⑵ 前項第２号に掲げる教育職員 支給単位期間につ

き、自動車等の使用距離に応じ、60,700円以内で人事

委員会規則で定める額（定年前再任用短時間勤務教育

職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮し

て人事委員会規則で定める教育職員にあっては、その

額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じ

て得た額を減じた額） 

⑶ 〔略〕 

３～９ 〔略〕 

⑵ 通勤のため自動車（道路交通法（昭和35年法律第

105号）第３条に規定する普通自動車をいう。以下同

じ。）その他の交通の用具で人事委員会規則で定める

もの（以下この条において「自動車等」という。）を

使用することを常例とする教育職員（自動車等を使用

しなければ通勤することが著しく困難である教育職員

以外の教育職員であって自動車等を使用しないで徒歩

により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キ

ロメートル未満であるもの及び次号に掲げる教育職員

を除く。） 

⑶ 〔略〕 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる教育職員の区分に

応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 〔略〕 

⑵ 前項第２号に掲げる教育職員 支給単位期間につ

き、自動車等の使用距離に応じ、42,600円以内で人事

委員会規則で定める額（定年前再任用短時間勤務教育

職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮し

て人事委員会規則で定める教育職員にあっては、その

額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じ

て得た額を減じた額） 

⑶ 〔略〕 

３～９ 〔略〕 

 

第20条の２～第21条の２ 〔略〕 

 

 

第20条の２～第21条の２ 〔略〕 

第21条の３ 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 新たに給料表の適用を受ける教育職員となって特地学

校又は準特地学校に在勤することとなったことに伴って

第21条の３ 教育職員が学校を異にして異動し、当該異動

に伴って住居を移転した場合又は教育職員の在勤する学

校が移転し、当該移転に伴って教育職員が住居を移転し

た場合において、当該異動の直後に在勤する学校又はそ

の移転した学校が特地学校又は人事委員会が指定するこ

れらに準ずる学校（以下「準特地学校」という。）に該

当するときは、当該教育職員には、人事委員会規則の定

めるところにより、当該異動又は学校の移転の日から３

年以内の期間（当該異動又は学校の移転の日から起算し

て３年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する

者にあっては、更に３年以内の期間）、給料及び扶養手

当の月額の合計額の100分の６を超えない範囲内の月額

の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。 

２ 新たに                     
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住居を移転した教育職員、新たに特地学校又は準特地学

校に該当することとなった学校に在勤する教育職員でそ

の特地学校又は準特地学校に該当することとなった日前

３年以内に当該学校に異動し、当該異動に伴って住居を

移転したものその他前項の規定による手当を支給される

教育職員との権衡上必要があると認められるものとして

人事委員会規則で定める教育職員には、人事委員会規則

の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務

手当に準ずる手当を支給する。 

 

               特地学校又は準特地学

校に該当することとなった学校に在勤する教育職員のう

ち、                       

                         

         前項の規定による手当を支給される

教育職員との権衡上必要があると認められる     

           教育職員には、人事委員会規則

の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務

手当に準ずる手当を支給する。 

 

（宿日直手当） 

第22条 宿日直勤務を命ぜられた教育職員には、その勤務

１回につき4,700円（人事委員会規則で定める管理又は

監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務

にあっては、8,600円）を超えない範囲内において人事

委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。た

だし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執

務時間の２分の１に相当する時間である日で人事委員会

規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直

勤務にあっては、その額は、7,050円（人事委員会規則

で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主とし

て行う宿直勤務にあっては、12,900円）を超えない範囲

内において人事委員会規則で定める額とする。 

 

（宿日直手当） 

第22条 宿日直勤務を命ぜられた教育職員には、その勤務

１回につき4,400円（人事委員会規則で定める管理又は

監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務

にあっては、8,300円）を超えない範囲内において人事

委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。た

だし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執

務時間の２分の１に相当する時間である日で人事委員会

規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直

勤務にあっては、その額は、6,600円（人事委員会規則

で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主とし

て行う宿直勤務にあっては、12,450円）を超えない範囲

内において人事委員会規則で定める額とする。 

 

第22条の２～第31条 〔略〕 

 

第22条の２～第31条 〔略〕 

 

附 則 〔略〕 

 

別表第１・別表第２ 〔略〕 

 

附 則 〔略〕 

 

別表第１・別表第２ 〔略〕 
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市町村立学校の教職員の給与等に関する条例新旧対照表 

 

改 正 後 改 正 前 

市町村立学校の教職員の給与等に関する条例 

昭和29年３月26日  

島根県条例第７号  

 

 

第１条～第３条 〔略〕 

 

第１条～第３条 〔略〕 

 

（給料） 

第４条 給料は、第22条から第22条の４までの規定による

勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）による勤

務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手

当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特

殊勤務手当、へき地手当（第19条の３の規定による手当

を含む。）、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手

当、管理職員特別勤務手当、義務教育等教員特別手当、

期末手当、勤勉手当及び退職手当を含まないものとす

る。 

２ 〔略〕 

（給料） 

第４条 給料は、第22条から第22条の４までの規定による

勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）による勤

務に対する報酬であって、管理職手当       

 、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特

殊勤務手当、へき地手当（第19条の３の規定による手当

を含む。）、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手

当、管理職員特別勤務手当、義務教育等教員特別手当、

期末手当、勤勉手当及び退職手当を含まないものとす

る。 

２ 〔略〕 

 

 

第５条～第15条の３ 〔略〕 

 

 

（給料表） 

第５条 教育職員には中学校・小学校等教育職給料表（別

表第１）を、学校栄養職員には職員の給与に関する条例

（昭和26年島根県条例第１号）別表第５イに掲げる医療

職給料表⑵を、事務職員には同条例別表第１に掲げる行

政職給料表（以下本則において「行政職給料表」とい

う。）を適用する。 

２ 教職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づ

き、これを前項の給料表（以下「給料表」という。）に

定める職務の級に分類するものとし、その分類について

は、別表第２から別表第４までの級別基準職務表に定め

るとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び

責任の度が同程度の職務で教育委員会規則で定めるもの

は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。 

３ 〔略〕 

 

 （職務の級ごとの定数） 

第６条 〔略〕 

２ 教職員の職務の級は、前項の教職員の職務の級ごとの

定数の範囲内で、かつ、教育委員会の定める基準に従い
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決定する。 

 

（初任給等） 

第７条 新たに給料表の適用を受ける教職員となった者の

号給は、教育委員会の定める初任給の基準に従い決定す

る。 

２ 教職員が１の職務の級から他の職務の級に移った場合

における号給は、教育委員会規則で定めるところにより

決定する。 

 

第８条から第11条まで 〔略〕 

 

（昇給） 

第12条 〔略〕 

２ 前項の規定により教職員（次項に規定する教職員を除

く。以下この項において同じ。）を昇給させるか否か及

び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期

間の全部を良好な成績で勤務した教職員の昇給の号給数

を４号給とすることを標準として教育委員会規則で定め

る基準に従い決定するものとする。 

３ 次の各号に掲げる教職員の第１項の規定による昇給

は、同項に規定する期間における当該教職員の勤務成績

が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものと

し、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じ

て教育委員会規則で定める基準に従い決定するものとす

る。 

⑴ 55歳以上の教職員で教育委員会規則で定めるもの

（次号に掲げる教職員を除く。） 

⑵ 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が

８級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を

受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとし

て教育委員会規則で定める教職員 

４～６ 〔略〕 

 

第12条の２～第15条の３ 〔略〕 

 

（初任給調整手当） 

第15条の４ 新たに採用された教職員であって、採用の日

において、当該教職員に適用される給料表の給料月額の

うち、第６条第２項の規定により当該教職員の属する職

務の級並びに第７条第１項及び第２項並びに第12条第２

項及び第３項の規定により当該教職員の受ける号給に応

 

〔新設〕 
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じた額（定年前再任用短時間勤務教職員その他の教育委

員会規則で定める教職員にあっては、教育委員会規則で

定める額）に12を乗じ、その額を第22条第１項に規定す

る勤務時間に52を乗じたもので除して得た額（その額に

50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以

上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げ

た額）（次項において「特定額」という。）が、その在

勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して教

育委員会規則で定める額（次項において「基準額」とい

う。）を下回るものには、採用の日から教育委員会規則

で定める日までの間、初任給調整手当を支給する。 

２ 初任給調整手当の月額は、教育委員会規則で定めると

ころにより基準額と特定額との差額を月額に換算した額

とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける教職員以外の教職員で、

同項の規定により初任給調整手当を支給される教職員と

の権衡上必要があると認められるものとして教育委員会

規則で定めるものには、教育委員会規則の定めるところ

により、前２項の規定に準じて、初任給調整手当を支給

する。 

４ 前３項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給

に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

 

第16条～第17条の２ 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第16条～第17条の２ 〔略〕 

 

（通勤手当） 

第18条 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 〔略〕 

 

⑴ 〔略〕 

 

（通勤手当） 

第18条 通勤手当は、次に掲げる教職員に支給する。 

⑴ 〔略〕 

⑵ 通勤のため自動車（道路交通法（昭和35年法律第

105号）第３条に規定する普通自動車をいう。以下同

じ。）その他の交通の用具で教育委員会規則で定める

もの（以下この条において「自動車等」という。）を

使用することを常例とする教職員（自動車等を使用し

なければ通勤することが著しく困難である教職員以外

の教職員であって自動車等を使用しないで徒歩により

通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメー

トル未満であるもの及び次号に掲げる教職員を除

く。） 

⑶ 〔略〕 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる教職員の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 〔略〕 
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⑵ 前項第２号に掲げる教職員 支給単位期間につき、

自動車等の使用距離に応じ、60,700円以内で教育委員

会規則で定める額（定年前再任用短時間勤務教職員の

うち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して教育

委員会規則で定める教職員にあっては、その額から、

その額に教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額

を減じた額） 

⑶ 〔略〕 

３～９ 〔略〕 

⑵ 前項第２号に掲げる教職員 支給単位期間につき、

自動車等の使用距離に応じ、42,600円以内で教育委員

会規則で定める額（定年前再任用短時間勤務教職員の

うち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して教育

委員会規則で定める教職員にあっては、その額から、

その額に教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額

を減じた額） 

⑶ 〔略〕 

３～９ 〔略〕 

 

第18条の２～第19条の２ 〔略〕 

 

 

第18条の２～第19条の２ 〔略〕 

 

第19条の３ 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 新たに給料表の適用を受ける教職員となってへき
、、

地学

校等又は前項の規定により教育委員会が指定する学校に

在勤することとなったことに伴って住居を移転した教職

員、新たにへき
、、

地学校等又は前項の規定により教育委員

会が指定する学校に該当することとなった学校に勤務す

る教職員でそのへき
、、

地学校等又は前項の規定により教育

委員会が指定する学校に該当することとなった日前３年

以内に当該学校に異動し、当該異動に伴って住居を移転

したものその他前項の規定による手当を支給される教職

員との権衡上必要があると認められるものとして教育委

員会規則で定める教職員には、教育委員会の定めるとこ

ろにより、同項の規定に準じてへき
、、

地手当に準ずる手当

を支給する。 

 

第19条の４～第19条の５の２ 〔略〕 

第19条の３ 教職員が在勤地を異にして異動し、当該異動

に伴って住居を移転した場合又は教職員の勤務する学校

が移転し、当該移転に伴って教職員が住居を移転した場

合において、当該異動の直後に勤務する学校又はその移

転した学校がへき
、、

地学校等又は特別の地域に所在する学

校で教育委員会が指定する学校に該当するときは、当該

教職員には、教育委員会が定めるところにより、当該異

動又は学校の移転の日から３年以内の期間（当該異動又

は学校の移転の日から起算して３年を経過する際教育委

員会の定める条件に該当する者にあっては、さらに３年

以内の期間）、給料及び扶養手当の月額の合計額の100

分の４をこえない範囲内の月額のへき
、、

地手当に準ずる手

当を支給する。 

２ 新たに                     

                         

                         

     へき
、、

地学校等又は前項の規定により教育委員

会が指定する学校に該当することとなった学校に勤務す

る教職員のうち、                 

                         

                         

       前項の規定による手当を支給される教職

員との権衡上必要があると認められる        

        教職員には、教育委員会の定めるとこ

ろにより、同項の規定に準じてへき
、、

地手当に準ずる手当

を支給する。 

 

第19条の４～第19条の５の２ 〔略〕 

 

（宿日直手当） （宿日直手当） 
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第19条の６ 宿日直勤務を命ぜられた教職員には、その勤

務１回につき4,700円（教育委員会規則で定める管理又

は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤

務にあっては、8,600円）を超えない範囲内において教

育委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。

ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の

執務時間の２分の１に相当する時間である日で教育委員

会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿

直勤務にあっては、その額は、7,050円（教育委員会規

則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主と

して行う宿直勤務にあっては、12,900円）を超えない範

囲内において教育委員会規則で定める額とする。 

２ 〔略〕 

 

第19条の７～第26条 〔略〕 

第19条の６ 宿日直勤務を命ぜられた教職員には、その勤

務１回につき4,400円（教育委員会規則で定める管理又

は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤

務にあっては、8,300円）を超えない範囲内において教

育委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。

ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の

執務時間の２分の１に相当する時間である日で教育委員

会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿

直勤務にあっては、その額は、6,600円（教育委員会規

則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主と

して行う宿直勤務にあっては、12,450円）を超えない範

囲内において教育委員会規則で定める額とする。 

２ 〔略〕 

 

第19条の７～第26条 〔略〕 

 

附 則 〔略〕 

 

別表第１～別表第４ 〔略〕 

 

附 則 〔略〕 

 

別表第１～別表第４ 〔略〕 
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報告第 71 号 

総 務 課 

1 

 

県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊勤務手当に関する

条例の一部を改正する条例について 

 

１ 提案理由 

国における義務教育費国庫負担金の最高限度額の見直しに鑑み、教員特殊業務手当の

額について所要の改正を行う必要がある。 

 

 

２ 条例の概要 

  教員特殊業務手当の額の改定 

区  分 改正前 改正後 

部活動指導業務 

 

 

ア ４時間以上(※) 3,600円 

イ ２時間以上４時間未満(※) 

          1,800円 

ア ３時間以上(※) 3,900円 

イ ２時間以上３時間未満(※) 

          1,950円 

  ※ 県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊勤務手当に関する条例の

運用方針で定める業務に従事した時間 

 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日から施行する。 
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県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊勤務手当に関する条例新旧対照表 
 

改 正 後 改 正 前 

県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊

勤務手当に関する条例 

昭和47年３月28日  

島根県条例第10号  

 

 

第１条・第２条 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教員特殊業務手当） 

第３条 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、県立学校の教育職員の給与に関す

る条例（昭和29年島根県条例第６号）第21条第２項及

び市町村立学校の教職員の給与等に関する条例（昭和

29年島根県条例第７号。以下「市町村立学校給与条

例」という。）第19条第２項の規定に基づき、特殊勤

務手当の種類、支給される県立学校の教育職員及び市

町村立学校の教職員の範囲、支給額その他特殊勤務手

当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第２条 〔略〕 

 

（教員特殊業務手当） 

第３条 教員特殊業務手当は、教育職員の給与等に関す

る特別措置に関する条例（昭和46年島根県条例第42

号）第３条第１項の規定により教職調整額の支給を受

ける教育職員が次に掲げる業務に従事した場合におい

て、その業務が心身に著しい負担を与えると教育委員

会が認める程度に及ぶときに支給する。 

⑴・⑵ 〔略〕 

⑶ 教育委員会が定める対外運動競技等において児童又

は生徒を引率して行う指導業務で、泊を伴うもの又は

次に掲げる日に行うもの 

ア 職員の勤務時間に関する条例（昭和27年島根県条

例第９号。以下「勤務時間条例」という。）第３条

第１項、第４条及び第５条又は市町村立学校給与条

例第22条の２第１項、第22条の３及び第22条の４の

規定に基づく週休日 

イ 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178

号）に規定する休日（県立学校の教育職員のうち、

勤務時間条例第３条第１項又は第４条の規定に基づ

き毎日曜日を週休日と定められている教育職員以外

のものにあっては、当該休日が勤務時間条例第４条

及び第５条の規定に基づく週休日に当たるときは、
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 〔略〕 

 

⑴～⑶ 〔略〕 

 ⑷ 前項第４号の業務 3,900円（教育委員会が定める

場合にあっては、1,950円） 

 

第４条～第21条 〔略〕 

 

   附 則 〔略〕 

人事委員会の承認を得て教育委員会が定める日） 

ウ 12月29日から翌年の１月３日までの日（国民の祝

日に関する法律に規定する休日に当たる日を除

く。） 

エ 県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関す

る条例（昭和31年島根県条例第36号）第４条（市町

村立学校給与条例第22条の10の規定に基づきその例

によることとされる場合を含む。）に規定する代休

日 

オ イからエまでに掲げる日に準ずるものとして人事

委員会の承認を得て教育委員会が別に定める日 

⑷ 学校の管理下において行われる部活動（正規の教育

課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。）にお

ける児童又は生徒に対する指導業務で、前号アからオ

までに掲げる日又は前号イからオに掲げる日以外の正

規の勤務時間（勤務時間条例第２条から第５条までの

規定又は市町村立学校給与条例第22条から第22条の４

までの規定による勤務時間をいう。）が４時間である

日に行うもの 

２ 前項の手当の額は、１日につき、次の各号に掲げる

業務の区分に応じて当該各号に定める額とする。 

⑴～⑶ 〔略〕 

 ⑷ 前項第４号の業務 3,600円（教育委員会が定める

場合にあっては、1,800円） 

 

第４条～第21条 〔略〕 

 

附 則 〔略〕 
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報告第72号 

                                                               学校教育課 

 

 

令和８年度島根県公立高等学校入学者選抜における 

一般選抜の志願変更前の出願状況について 

 

１  出願期間 

  令和８年２月２日（月）～２月５日（木）12時 

 
２ 第１志望学科への出願状況 

課程 学校数 入学定員 
特色選抜 

合格内定者数 

一般選抜 

募集定員 a 

一般選抜 

出願者数 b 

対募集定員 

競争率 b/a 

全日制 
本校 35  4,933 1,849 3,084 2,494 0.81 

分校 1  (5,043) (1,826) (3,217) (2,656) (0.83) 

定時制     3 
360 － 360 133 0.37 

(360) (－) (360) (130) (0.36) 

計    39 
5,293 1,849 3,444 2,627 0.76 

(5,403) (1,826) (3,577) (2,786) (0.78) 
※表の数値は令和８年２月５日 12 時現在で、(  )は昨年度の数値 

 
一般選抜 対募集定員競争率（一般選抜出願者数÷一般選抜募集定員）の高い 10 学科   

競争率の高い学科 

高校名 学科名 競争率 

松江農林 生物生産 1.67 （1.05） 

出雲工業 建築 1.43 （0.92） 

松江商業 くくり募集 1.38 （1.13） 

大社 体育 1.33 （0.71） 

出雲農林 動物科学 1.30 （0.74） 

松江南 普通 1.26 （1.25） 

出雲工業 電子機械 1.25 （1.05） 

江津工業 建築・電気 1.23 （0.22） 

平田 普通 1.19 （0.78） 

大社 普通 1.18 （1.11） 
※競争率欄の(    )は昨年度の数値 

 

  一般選抜出願時の全日制課程の対募集定員競争率の推移 
年度 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

競争率 0.96 0.93 0.91 0.90 0.91 0.91 0.92 0.83 0.83 0.81 

 
３ 地域外からの合格者を入学定員の 10％以内（出雲高校は５％以内）に制限する学校（普通科）の

出願者数 

高校名 入学定員（人） 
地域外 

地域 
合格者数上限（人） 出願者数（人） 定員に対する比率％ 

松江北 200 20 8 4.0 % (3.3 %) 

松江市 松江南 200 20 23 11.5 % (7.0 %) 

松江東 200 20 6 3.0 % (4.0 %) 

出雲 240 12 1 0.4 % (2.9 %) 出雲市 
※(    )は昨年度の数値 
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４ 今後の日程 

 ２月９日（月）～1６日（月） 志願変更受付期間 

２月18日（水） 一般選抜最終出願状況発表（志願変更後） 

（午後２時、学校教育課ＨＰで公表） 

３月４日（水） 学力検査（国語、数学、社会、英語、理科各50分） 

３月５日（木） 面接等 

３月10日（火） 追検査 

３月13日（金） 一般選抜等合格発表 （午前10時、公表） 

第２次募集実施校公表（午前10時、学校教育課ＨＰで公表） 

３月16日（月）～17日（火） 第２次募集出願期間 

３月19日（木） 第２次募集作文・面接検査等 

３月24日（火） 第２次募集合格発表 （午後３時、公表） 

 

19



海
外

県
外

合
合
計

県
内

海
外

県
外

計 学科名 学校名

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｇ ｈ
ｉ=
b-ｆ

ｊ=
ｋ+ｍ ｋ ｌ ｍ ｎ ｏ

ｐ=
ｊ/ｉ

安　来 普　通 4 160 20% 32 67 12 79 3 3 81 48 47 1 1 0.59 0.69 普　通 安　来

情報ｼｽﾃﾑ 1 情報ｼｽﾃﾑ
情報処理 1 5% 6 情報処理
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ 1 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ

計 3 120 6 48 48 0 0 72 47 47 0 0 0.65 0.56 計

普　通 5 200 10% 20 8 8 0 0 192 197 197 8 0 0 0 1.03 0.96 普　通
理　数 1 40 4 4 0 0 36 36 36 0 0 1.00 0.89 理　数

計 6 240 20 12 12 0 0 228 233 233 8 0 0 0 1.02 0.95 計
普　通 5 200 10% 20 33 4 37 0 0 163 205 205 23 0 0 0 1.26 1.25 普　通

探究科学 1 40 16 0 16 1 1 24 17 17 0 0 0.71 0.56 探究科学

計 6 240 20 49 4 53 1 1 187 222 222 23 0 0 0 1.19 1.08 計

松 江 東 普　通 5 200 ※２ 10% 20 80 11 91 2 2 109 122 122 6 0 0 0 1.12 1.24 普　通 松 江 東
機　械 1 40 14 3 17 2 2 23 24 24 0 0 1.04 1.42 機　械

電子機械 1 40 18 3 21 0 0 19 17 17 0 0 0.89 1.08 電子機械
電気電子工学 1 40 16 2 18 0 0 22 18 18 0 0 0.82 1.05 電気電子工学

情報ク リ エイター学 1 40 13 0 13 1 1 27 20 20 0 0 0.74 1.29 情報クリ エイター学

建築都市工学 1 40 13 0 13 0 0 27 18 18 0 0 0.67 1.00 建築都市工学

計 5 200 74 8 82 3 3 118 97 97 0 0 0.82 1.16 計
商　業 3 商　業

国際ビジネス 1 ※２ 国際ビジネス

情報処理 1 情報処理
計 5 200 88 11 99 1 1 101 139 139 0 0 1.38 1.13 計

生物生産 1 40 16 16 0 0 24 40 40 0 0 1.67 1.05 生物生産
環境土木 1 40 ※２ 16 16 0 0 24 11 11 0 0 0.46 1.05 環境土木
総合学科 2 80 36 36 0 0 44 48 48 0 0 1.09 1.07 総合学科

計 4 160 68 68 0 0 92 99 99 0 0 1.08 1.06 計
大　東 普　通 3 90 10% 9 37 1 38 3 3 52 23 23 0 0 0.44 0.70 普　通 大　東
横　田 普　通 3 90 20% 18 15 8 23 13 13 67 37 36 1 1 0.55 0.54 普　通 横　田

三刀屋 総合学科 4 160 8% 12 64 7 71 5 5 89 53 53 0 0 0.60 0.70 総合学科 三刀屋

掛　合 普　通 1 40 ※２ 7 7 0 0 33 23 23 0 0 0.70 0.69 普　通 掛　合
飯　南 普　通 2 80 15% 12 24 22 46 6 6 34 19 17 2 2 0.56 0.57 普　通 飯　南
平　田 普　通 4 160 ※２ 64 8 72 1 1 88 105 105 0 0 1.19 0.78 普　通 平　田

普　通 6 240 5% 12 97 0 97 0 0 143 164 164 1 0 0 0 1.15 1.34 普　通
理　数 1 40 16 0 16 0 0 24 23 23 0 0 0.96 0.50 理　数

計 7 280 12 113 0 113 0 0 167 187 187 1 0 0 0 1.12 1.22 計

機　械 1 40 17 1 18 0 0 22 22 22 0 0 1.00 0.75 機　械
電　気 1 40 16 0 16 0 0 24 20 20 0 0 0.83 0.83 電　気

電子機械 1 40 16 0 16 0 0 24 30 30 0 0 1.25 1.05 電子機械
建　築 1 40 17 2 19 0 0 21 30 30 0 0 1.43 0.92 建　築

計 4 160 66 3 69 0 0 91 102 102 0 0 1.12 0.88 計
商　業 3 120 52 52 0 0 68 48 48 0 0 0.71 0.51 商　業

情報処理 1 40 16 16 0 0 24 21 21 0 0 0.88 0.58 情報処理

計 4 160 68 68 0 0 92 69 69 0 0 0.75 0.53 計
植物科学 1 40 17 0 17 0 0 23 20 20 0 0 0.87 0.57 植物科学
環境科学 1 40 17 4 21 0 0 19 19 19 0 0 1.00 0.52 環境科学
食品科学 1 40 16 1 17 0 0 23 24 24 0 0 1.04 1.22 食品科学
動物科学 1 40 16 1 17 0 0 23 30 30 0 0 1.30 0.74 動物科学

計 4 160 66 6 72 0 0 88 93 93 0 0 1.06 0.76 計
普　通 5 200 51 9 60 2 2 140 165 165 0 0 1.18 1.11 普　通
体　育 1 40 26 2 28 1 1 12 16 16 0 0 1.33 0.71 体　育

計 6 240 77 11 88 3 3 152 181 181 0 0 1.19 1.07 計
普　通 3 120 4% 4 28 28 0 0 92 76 76 0 0 0.83 0.71 普　通
理　数 1 40 10% 4 10 10 0 0 30 7 6 1 1 0.23 0.53 理　数

計 4 160 8 38 38 0 0 122 83 82 1 1 0.68 0.67 計
邇　摩 総合学科 3 120 8% 9 52 52 0 0 68 23 23 0 0 0.34 0.62 総合学科 邇　摩

島根中央 普　通 3 105 39% 40 46 4 50 16 16 55 22 14 8 8 0.40 0.60 普　通 島根中央
普　通 2 72 22% 15 31 31 4 4 41 11 10 1 1 0.27 0.39 普　通

産業技術 1 36 35% 12 16 16 6 6 20 18 14 4 4 0.90 0.75 産業技術
計 3 108 27 47 47 10 10 61 29 24 5 5 0.48 0.50 計

江　津 普　通 2 80 10% 8 29 2 31 1 1 49 13 13 0 0 0.27 0.86 普　通 江　津

機械・ﾛﾎﾞｯﾄ 1 40 10% 4 7 0 7 0 0 33 5 5 0 0 0.15 0.33 機械・ﾛﾎﾞｯﾄ
建築・電気 1 40 10% 4 18 0 18 0 0 22 27 27 0 0 1.23 0.22 建築・電気

計 2 80 8 25 0 25 0 0 55 32 32 0 0 0.58 0.27 計
普　通 4 160 10% 16 68 0 68 2 2 92 68 65 3 3 0.74 1.10 普　通
理　数 1 40 10% 4 11 0 11 1 1 29 8 8 0 0 0.28 0.30 理　数

計 5 200 20 79 0 79 3 3 121 76 73 3 3 0.63 0.94 計
商　業 1 商　業

情報処理 1 情報処理

計 2 80 8 36 36 0 0 44 29 29 0 0 0.66 0.85 計
海洋技術 1 40 35% 14 18 18 8 8 22 10 9 1 1 0.45 0.27 海洋技術
食品流通 1 40 35% 14 10 10 2 2 30 4 4 0 0 0.13 0.20 食品流通

計 2 80 28 28 28 10 10 52 14 13 1 1 0.27 0.23 計
普　通 3 120 10% 12 14 14 0 0 106 101 99 2 0 0.95 0.97 普　通
理　数 1 40 10% 4 2 2 0 0 38 14 13 1 0 0.37 0.59 理　数

計 4 160 16 16 16 0 0 144 115 112 3 0 0.80 0.88 計
電子機械 1 40 10% 4 16 16 0 0 24 6 6 0 0 0.25 0.64 電子機械

電　気 1 40 10% 4 18 18 0 0 22 8 8 0 0 0.36 0.08 電　気
生物環境工学 1 40 10% 4 18 18 1 0 22 12 11 1 0 0.55 0.32 生物環境工学

総合学科 1 40 10% 4 18 18 0 0 22 12 12 0 0 0.55 1.09 総合学科
計 4 160 16 70 70 1 0 90 38 37 1 0 0.42 0.52 計

吉　賀 普　通 1 40 40% 16 11 11 22 3 3 18 3 1 2 2 0.17 0.00 普　通 吉　賀
津和野 未来共創 2 80 35% 28 36 36 21 19 44 20 9 11 5 0.45 1.11 未来共創 津和野

普　通 2 60 20% 12 22 22 0 0 38 4 2 2 2 0.11 0.38 普　通
商　業 1 30 14% 4 6 6 0 0 24 10 10 0 0 0.42 0.63 商　業

計 3 90 16 28 28 0 0 62 14 12 2 2 0.23 0.48 計
普　通 1 普　通

地域共創 1 地域共創
計 2 80 28 28 1 29 27 27 51 17 17 0 0 0.33 0.38 計

海洋ｼｽﾃﾑ 1 40 50% 20 14 0 14 7 7 26 14 4 10 10 0.54 0.50 海洋ｼｽﾃﾑ
海洋生産 1 40 50% 20 11 1 12 2 2 28 9 7 2 2 0.32 0.21 海洋生産

計 2 80 40 25 1 26 9 9 54 23 11 12 12 0.43 0.33 計

124 4,843 1,681 33 98 1,812 142 139 3,031 2,450 2,397 38 53 0 43 0.81 0.83
松江市立

皆美が丘女子
普　通 3 90 ※２ 37 37 0 0 53 44 42 2 2 0.83 0.89 普　通

松江市立
皆美が丘女子

127 4,933 1,718 33 98 1,849 142 139 3,084 2,494 2,439 38 55 0 45 0.81 0.83

海
外

県
外

合
合
計

県
内

海
外

県
外

学校名 学科名 計 学科名 学校名

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｇ ｈ
ｉ=
b-ｆ

ｊ=
ｋ+ｍ ｋ ｌ ｍ ｎ ｏ

ｐ=
ｊ/ｉ

機　械 1 40 40 5 5 0 0 0.13 0.08 機　械
電　気 1 40 40 4 4 0 0 0.10 0.10 電　気

建　築 1 40 40 4 4 0 0 0.10 0.10 建　築

計 3 120 120 13 13 0 0 0.11 0.09 計

普通（午前） 2 80 80 64 64 0 0 0.80 0.75 普通（午前）

普通（午後） 1 40 40 31 31 0 0 0.78 1.00 普通（午後）
普通（夜間） 1 40 40 4 4 0 0 0.10 0.13 普通（夜間）

計 4 160 160 99 99 0 0 0.62 0.66 計

普通（昼間） 1 40 40 19 19 0 0 0.48 0.33 普通（昼間）
普通（夜間） 1 40 40 2 2 0 0 0.05 0.03 普通（夜間）

計 2 80 80 21 21 0 0 0.26 0.18 計
　　　　　　　合　計 9 360 360 133 133 0 0 0.37 0.36

海
外

県
外

合
合
計

県
内

海
外

県
外

計

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｇ ｈ
ｉ=
b-ｆ

ｊ=
ｋ+ｍ ｋ ｌ ｍ ｎ ｏ

ｐ=
ｊ/ｉ

　　　　　　　合　計 136 5,293 1,718 33 98 1,849 142 139 3,444 2,627 2,572 38 55 0 45 0.76 0.78

※１　身元引受人による出願者の合格者数を４名を超えて決定することができる学校における割合を示す。
※２　原則として４名以内において合格者を決定する。なお，スポーツ特別選抜での身元引受人による県外からの合格者数を含む。
※３　大東高等学校，横田高等学校，三刀屋高等学校，隠岐水産高等学校の設定人数には，スポーツ特別選抜の身元引受人による県外受検生の合格者も含む。

合　計

合
計 地

域
外

合
計

地
域
外
扱

身
元
引

受
人

に
よ

る

令
和
８
年
度

入
学
者
選
抜

令
和
７
年
度

入
学
者
選
抜

隠岐島前

一般選抜出願者数（志願変更前）

対募集定員競争率

出願者数内訳 対募集定員競争率

隠岐水産

合　計

一般選抜出願者数（志願変更前）

募
集
定
員
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県立高校　計

隠岐水産

全日制・定時制　総計

身元引受人によ
る 県外受検生の
合格者数上限

県立高校　計

浜　田
（定時）

地域

定員に
対する
割合

人数

募
集
定
員 地

域
外

合
計

地
域
外
扱

身

元
引
受
人

に
よ
る

出
願
者
数
合
計

合　計

宍　道
（定時）

ス
ポ
ー

ツ

特
別

選
抜

松江工業
（定時）

合
計

令
和
８
年
度

入
学
者
選
抜

令
和
７
年
度
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浜　田
（定時）

定時制

0

益田翔陽

80 44036

51

2910%

益　田

29

隠　岐

浜田水産

36

出雲農林

松江農林

※２

※２

200

浜　田

88

江津工業

出　雲

大　社

※２

※２

出雲工業

出雲商業

大　田

矢　上

一般選抜出願者数（志願変更前）

72 47

矢　上

0.66

27

※２
出　雲

大　社

出雲工業

出雲商業

大　田

江津工業

隠　岐

浜田商業

益田翔陽

益　田

浜田水産

29 0.85

0.38

浜　田

0

特色選抜合格内定者数

令和８年度　島根県公立高等学校入学者選抜 一般選抜出願者数（志願変更前）

学校名 学科名

学
　
級
　
数

入
　
学
　
定
　
員

合格内定者数

※２
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抜
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抜
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全日制

120
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抜
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抜

ス
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ー

ツ
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員

島根県教育委員会　R8.2.5　12:00現在
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48 48
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47 0 0 0.65 0.56
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139 1.13

松江工業

139 0 0
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0

111 99

※３

※３

※３
※３
※３

※３

※３

※３
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報告第73号 

保健体育課 

 
 

令和７年度島根県体育・健康優良学校等表彰について 
 

 

１ 趣 旨  

幼児・児童・生徒が生涯を通じて体育・スポーツに親しむとともに、健康で安全

な生活を営むことができる能力や態度を身に付けるための優れた取組を行ってい

る学校等を島根県教育委員会教育長が表彰し、もってこれらに関する活動のより

一層の推進を図る。  
 
 
２ 表彰部門別表彰校・園・調理場数 

表彰部門 表彰校数 

学校体育優良学校の部 ２校 
 
※健康教育優良学校の部、学校歯科保健優良学校の部、学校安全優良学校の部、

学校給食優良調理場の部は、該当なし 
 
 
３ 被表彰校及び活動の概要 

  別紙のとおり 
 
 
４ 表彰式 

(1) 日 時  令和８年２月２日（月） 10:00～11:00 
(2) 会 場  島根県分庁舎 ２階 教育委員室 
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令和７年度 島根県体育・健康優良学校等表彰 

 

 

【学校体育優良学校の部】 

学校名 

校長名 
児童数 活動の概要 

 

出雲市立 

平田小学校 

 

校長 飯塚 積 

 

344 名 

“ め あ て を も っ て  主 体 的 に 運 動 し 

喜びがつながっていく はすだっこ～「よ

くばる」 体育科学習を通して～”を研究

主題とし、「体つくり運動」「器械運動」

「陸上運動」「表現運動」「保健」の５領

域で体育研究に取り組んだ。『喜び』を味

わい、生涯にわたって運動を楽しむ態度を

養うことを目指して実践を重ねた。  

 

 

学校名 

校長名 
生徒数 活動の概要 

 

出雲市立 

さくら小学校 

 

校長 梶谷 康和 

 

126 名 

運動経験の二極化、運動が得意な児童と

苦手な児童の差や意欲の違いがあるとい

う課題を改善すべく、“「できる・関わる

・楽しむ」子どもの育成～【できる】を保

障し、子どもが成長を実感する「ゲーム・

ボール運動」の授業づくり～”を研究主題

とし、「ゲーム」と「ボール運動」の２領

域を中核として実践を重ねた。  
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